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石川中央保健福祉センター 
  保健と福祉がより密接な連携をとるため、平成１２年４月１日に石川中央保健所、中央福祉事務所、 

  福祉総合相談所（中央児童相談所、婦人相談所、身体障害者更生相談所、知的障害者更生相談所）が 

 統合された組織である。 

                  保健部 

  石川中央保健福祉センター    

                  福祉相談部     

                                        

                                       

１ 福祉相談部の組織及び分掌事務 
  福祉相談部は福祉に関する事務所、中央児童相談所、女性相談支援センター（婦人相談所・配偶者暴力

相談支援センター・いしかわ性暴力被害者支援センター）、身体障害者及び知的障害者の更生相談所を統

合したものであり、福祉に関する相談を一体的に運営することにより、複雑多様化しているニーズに対して、総

合的な相談・指導等を行うと共に市町等に広域的、専門的な支援を行っている。 

      管 理 課 ・部内の事務の連絡調整に関すること。 

            ・社会福祉会館内の機関相互の連絡調整、会館の管理及び運営に関すること。 

            ・児童福祉施設等の費用徴収に関すること。 

 

      地域支援課 ・生活保護に関すること。 

            ・児童、ひとり親家庭、老人、身体障害者及び知的障害者の福祉に関すること。 

            ・発達障害者の支援に関すること。 

            ・社会福祉法人、社会福祉施設等の指導監査に関すること。 

            ・民生委員及び児童委員に関すること。 

            ・戦傷病者、戦没者遺族、引揚者及び未帰還者留守家族の援護に関すること。 

            ・中国残留邦人等支援給付に関すること。 

            ・生活困窮者自立相談支援業務に関すること。 

                         

 

      子ども・  ・児童、女性相談の受付、面接調査及び指導助言に関すること。 

      女性相談課 ・児童相談に係る市町への技術的援助に関すること。 

部 次         ・児童虐待通告の受付に関すること。 

長 長         ・措置業務及び里親に関すること。 

            ・児童福祉施設の指導及び連絡調整に関すること。 

 

      障害福祉課 ・市町の福祉施策の支援に関すること。 

            ・身体障害者・知的障害者の相談、面接調査及び指導助言に関すること。 

            ・身体障害者手帳及び療育手帳に関すること。 

            ・身体障害者の補装具費・更生医療の給付に対する判定業務に関すること。 

             

      判 定 課 ・診断判定の査察及び研修に関すること。 

            ・児童の心理判定、行動観察及び指導助言に関すること。 

            ・女性・身体障害者・知的障害者の心理、職能判定及び指導助言に関すること。 

            ・重度認定（知的障害児、肢体不自由児）に関すること。 

            ・障害者総合支援法の支給申請にかかる判定に関すること。 

            ・発達障害児、情緒障害児の通所指導に関すること。 

            ・不登校児童等指導事業に関すること。 

 

      自立支援課 ・児童相談所一時保護所（清心寮）に関すること。 

            ・女性相談支援センター一時保護所及び婦人保護施設(白百合寮)に関すること。 



 2 

２ 管内の状況  
 （１）石川中央保健福祉センター福祉相談部の管轄地域は、所管する業務によって下記のとおりとなっ

ている。 

①福祉に関する事務所          ：能美郡・河北郡                 

②中 央 児 童 相 談 所          ：小松市・加賀市・かほく市・白山市・能美市・野々市市・能美郡 

・河北郡 

③女性相談支援センター：県内全域 

④身体障害者更生相談所：県内全域 

⑤知的障害者更生相談所：県内全域 

 

 （２）管内の状況                          

所轄区域 市 町 名 面 積（k㎡） 人 口（人） 世 帯 数 

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

・ 

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所 
・ 

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所 

中 

央 

児 

童 

相 

談 

所 

小 松 市 ３７１．０５ １０４,７１５ ４２,６８１ 

加 賀 市 ３０５．８７ ６０,４２５ ２５,１１４ 

か ほ く 市 ６４．４４ ３５,２１６ １３,２６６ 

白 山 市 ７５４．９３ １０９,４８６ ４２,３１９ 

能 美 市 ８４．１４ ４８,２７６ １８,８５７ 

野 々 市 市 １３．５６ ５７,８７７ ２７,２１９ 

事
務
所 

福

祉

に
関

す
る 

能美郡 川 北 町 １４．６４ ６,０６１ １,９７６ 

河北郡 
津 幡 町 １１０．５９ ３６,８３６ １３,９７４ 

内 灘 町 ２０．３３ ２６,１３６ １１,０４６ 

計 １４５．５６ ６９,０３３ ２６,９９６ 

計（中央児童相談所） １,７３９．５５ ４８５,０２８ １９６,４５２ 

金 沢 市 ４６８．７９ ４５７,７１７ ２０８,７４４ 

七 尾 市 ３１８．２９ ４７,４４４ ２０,１１７ 

輪 島 市 ４２６．３２ ２２,１０１ ９,３４５ 

珠 洲 市 ２４７．２０ １１,８１７ ５,３０６ 

羽 咋 市 ８１．８５ １９,２７４ ７,９７７ 

羽 咋 郡 
志 賀 町 ２４６．７６ １７,３３２ ７,３１４ 

宝達志水町 １１１．５１ １１,３４２ ４,３４１ 

鹿 島 郡 中 能 登 町 ８９．４５ １５,７７１ ６,０６１ 

鳳 珠 郡 
穴 水 町 １８３．２１ ７,３６３ ３,２０５ 

能 登 町 ２７３．２７ １４,３８５ ６,２３９ 

合 計（県計） ４,１８６．２０ １,１０９,５７４ ４７５,１０１ 

 （注）  １ 人口・世帯数は、「令和２年国勢調査」結果に基づく推計値。（令和５年１０月１日現在） 

２ 面積は、国土地理院の「全国都道府県市区町村別面積調」に基づく面積。 

３ 福祉に関する事務所の所轄区域については、能美郡の生活保護以外の業務は除く。 
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３ 療育手帳交付事務 
  石川県療育手帳規則に基づき、知的障害者（児）への一貫した指導・相談・援助等を円滑に実施す

るために療育手帳を交付している。 

 

(1) 療育手帳交付手順                      申請 

                                    交付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 療育手帳交付状況（令和５年度）             （単位：件） 

区 分 新 規 更 新 合 計 

判 定 Ａ 29 245 274 

判 定 Ｂ 335 858 1,193 

合  計 364 1,103 1,467 

  判定Ａ：重度の障害 

    判定Ｂ：中度又は軽度の障害 

 

(3) 療育手帳取扱い状況（令和５年度）             （単位：件）  

区 分 判 定 Ａ 判 定 Ｂ 非 該 当 合 計 

18歳未満 124 659 61 844 

18歳以上 150 534 3 687 

合  計 274 1,193 64 1,531 

  

申

請

者 

石
川
中
央
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー 

知
的
障
害
者
更
生
相
談
所 

中
央
児
童
相
談
所 

 
七
尾
児
童
相
談
所 

判 定 
 

金
沢
市
児
童
相
談
所 

町
役
場 

 
 

市
役
所 

居
住
地
の 
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４ 身体障害者手帳交付事務 

  身体障害者福祉法第１５条に基づく身体障害者手帳の交付事務を行っている（中核市の金沢市を除く）。

交付手順及び交付状況は下記のとおりである。 

 

(1) 身体障害者手帳交付手順                                       申請 

                                        交付  

 

 

 

 

 

 

 

 依頼→ 

  

 

 

 ←決定 

 

 

 

(2) 身体障害者手帳交付状況（令和５年度） 

新規交付件数 再交付件数       計 

1,５３７ ８１６ ２,３５３ 

 

(3) 等級別障害別身体障害者手帳新規交付状況 （令和５年度）   （単位：件） 

  等 級 

 

障害名 

重  度 中  度 軽  度 
計 

障害別 

比 率 

（ ％ ） １ 級 ２ 級 ３ 級 ４ 級 ５ 級 ６ 級 

視    覚 18 31 2 13 17 1 82 5.3 

聴覚平衡  2 12 24  66 104 6.8 

音声言語 

そしゃく 
  19 13   32 2.1 

肢体不自由 196 123 55 50 25 19 468 30.4 

内   部 537 3 140 171   851 55.4 

計 751 159 228 271 42 86 1,537 100.0 

程度別比率 

（％） 
49.0 10.3 14.8 17.6 2.7 5.6 100.0  

  

申
請
者 

 

石 

川 

中 

央 
保 
健 

福 

祉 

セ 

ン 

タ 

ー 

 
(

却
下
及
び
複
雑
な
案
件
の
判
定) 

身
体
障
害
者
障
害
程
度
審
査
部
会 

石
川
県
社
会
福
祉
審
議
会
身
体
障
害
者
福
祉
専
門
分
科
会 

 

 

 

町
役
場 

 
 

市
役
所 

居
住
地
の 



 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 福祉に関する事務所 
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福祉に関する事務所 

１ 管内の概要 
（令和 5年度） 

区   分 

河 北 郡 
能美郡 

川北町 
管内計 

津幡町 内灘町 

面   積 （ ㎢ ） １１０.５９ ２０.３３ 
１４.６４ １４５.５６ 

 １３０.９２ 

人    口 （ 人 ） ３６，８３６ ２６，１３６ ６，０６１ ６９，０３３ 

生 

活 

保 

護 
※ 

被保護世帯数 (世帯） 
１００ 

（０） 

１１４ 

（０） 

３ 

（０） 

２１７ 

（０） 

被 保 護 人 員 （人 ） 
１１６ 

（０） 

１２３ 

（０） 

３ 

（０） 

２４２ 

（０） 

保  護  率 （ ‰ ） ３．１ ４．７ ０．５ ３．５ 

中国

残留

邦人

等 ※ 

被支援世帯数（世帯）      ０ ０ ０ ０ 

被 支 援 人 員 （人 ）  ０ ０ ０ ０ 

生活困窮者住居

確保給付金※ 

支 給 世 帯 数

(世帯) 
1 ２ ０ ３ 

 老 

 人 

高齢者数 (65 歳以上 )(人） ９，４３６ ７，２９９ 

南
加
賀
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
管
轄 

１６，７３５ 

高  齢  化  率 （％）  ２５．６ ２７．９ ２６．６ 

 児 

 

 

 童 

保 育 所 数 （箇 所 ）  ４ ３ ７ 

幼保連携認定こども園（保

育所型含む）数  （箇所 ） 
９ ７ １６ 

保育所入所児童数（人） ４５５ ２４３ ６９８ 

幼保連携認定こども園（保育

所型含む）入所児童数（人） 
１，２６３ ８５９ ２，１２２ 

母子父子家庭世帯数（世帯）  ２６２ ２０３ ４６５ 

民生 ・児童委員数 （人 ）  ８８ ６０ １４８ 

（注） １ 人口・高齢者数は、令和５年１０月１日現在推計値。 

２ 面積は、国土地理院の「全国都道府県市区町村別面積調」に基づく面積。 

３ 保育所数（県計）は、保育所型認定こども園含む。 

４ 児童数（県計）は、保育所型認定こども園２・３号認定含み、１号認定除く。 

５ 母子父子世帯数は、令和２年国勢調査（令和２年１０月１日現在）に基づく数値。 

６ 生活保護の（ ）内は、停止中の数で内数。 

７ 川北町は、生活保護等（※の業務）についてのみ管轄区域であり、他の業務については管轄区域でない。 

８ 民生・児童委員数の県計は金沢市を除く。 
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２ 生活保護 
憲法第２５条の規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に 

応じ、必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を援助することを目的としている。 

 

(1) 管内の保護動向 

令和６年３月３１日現在の受給世帯は２１７世帯（受給人員は２４２人）となっており、令和５年度中、２世帯増と

なった。 

   （令和４年度中：増減なし、令和３年度中：１０世帯増、令和２年度中：９世帯減、令和元年度中：増減なし） 

  

(2) 保護の開始・廃止 

    令和５年度中の保護開始は４７世帯、開始理由別では「預貯金等の減少」１７件（３６．２％）と最も多く、「世帯主

の傷病」１６件（３４．０％）となっている。 

また、保護の廃止は、４５世帯で、廃止理由は、「死亡」が１２件（２６．７％）と最も多く、「転出」が８件（１７．８%）と

なっている。 

 

① 生活保護事務処理状況（令和 5 年度） 

申請受理件数 処  理  内  訳 未決定 

（繰越） 
廃 止 

世帯数 

（年度末） 
停 止 停止解除 

繰越 新規 変 更 開 始 変 更 取下、却下 

０ ５０ ５４１ ４７ ５４１ １ ２ ４5 ２１７ ２ ４ 

 

 

② 開始理由別新規保護件数（令和 5 年度） 

世帯主の傷病 預貯金等の減少 失業・稼動収入減 要介護状態 転 入 その他 計 

１６ １７ ５ ２ ２ ５ ４７ 

 

 

③ 理由別保護廃止件数（令和 5 年度） 

死 亡 転 出 稼動収入増 
医療費の 

他法負担 
施設入所 

社会保障 

給付金増 
その他 計 

１２ ８ ６ ３ ０ ５ １１ ４５ 

 

 

④ 管内市町別被保護世帯数・人員・保護率・世帯類型  （令和 6年 3月 3１日現在） 

      区 分 

町 名 

被保護 

世帯数 

被保護 

人 員 

保護率 

（‰） 
高齢世帯 母子世帯 

傷病・障害 

世 帯 

その他 

世 帯 
計 

津 幡 町 １００ １１６ ３．１ ５４ ３ ３０ １３ １００ 

内 灘 町 １１４ １２３ ４．７ ７４ ３ ３１ ６ １１４ 

川 北 町 ３ ３ ０．５ ３    ３ 

計 ２１７ ２４２ ３．５ １３１ ６ ６１ １９ ２１７ 
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⑤ 保護費の内訳 （令和 5年度） 

区  分  金    額（円） 構成比（％） 

生 活 扶 助  ９８，７６８，９３５ ５３．０ 

住 宅 扶 助  ５３，３０４，３８３ ２８．６ 

教 育 扶 助  １，１９３，６０５ ０．６ 

医 療 扶 助  １，３９６，５７６ ０．７ 

介護、その他の扶助

（出産・生業・葬祭） 
１，０５３，０７７ ０．６ 

施  設  事  務  費 ３０，６６５，８９３ １６．４ 

就労自立給付金  １１５，４４２ ０．１ 

計  １８６，４９７，９１１ １００.０ 

 

３ 中国残留邦人等支援 
｢老齢基礎年金の満額支給｣の対象となる特定中国残留邦人等又は、その配偶者の属する世帯において、収入

が一定の基準に満たない場合、平成２０年度より従来の生活保護に代えて、新たに支援給付を行っている。 

 

① 支援給付事務処理状況（令和５年度） 

申請受理件数 処  理  件  数 
廃 止 

支給世帯数 

（令 6.3.31現在） 
停 止 停止解除 

新 規 変 更 開 始 変 更 取下、却下 

－ － － － －  －   － －  －  

 

② 各扶助費別金額 （令和５年度） 

区  分  金    額（円） 構成比（％） 

総 額 － － 

生 活 扶 助 － － 

住 宅 扶 助 － － 

教 育 扶 助 － － 

医 療 扶 助 － － 

介護、その他の扶助

（出産・生業・葬祭） 
－ － 

施 設 事 務 費 － － 

就労自立給付金  － － 
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４ 生活困窮者自立支援 

 
(1) 住宅確保給付金 

離職などにより、住居を喪失または喪失するおそれのある方に対し、住居の確保のため家賃相当額の給付を

行うとともに就労支援を行う。 

 

上限額 単身  ３１，０００円    ２人世帯 ３７，０００円    ３人～５人世帯 ４０，１００円 

ただし、単身世帯のうち住居の床面積が１５㎡以下の場合は次の額の範囲内とする。 

[１１～１５㎡ ２８，０００円、７～１０㎡ ２５，０００円、６㎡以下 ２２，０００円] 

支給期間 ３ヶ月限度（就職活動を誠実に継続している場合、３ヶ月延長及び更に３ヶ月再延長可） 

 

① 住居確保給付金支給世帯人員状況（令和 5年度） 

年度当初 

Ａ 

開始 

  Ｂ 

廃止 

Ｃ 

年度末 

A+B-C 
停止  停止解除 

世帯数 人員 世帯数 人員 世帯数 人員 世帯数 人員 世帯数 人員 世帯数 人員 

３ ６ ３ ９ ６ １５ ０ ０     

  

② 住居確保給付金支給状況（令和 5年度） 

 件 数 金 額  

３ １，０１５，３００  

 

③ 住居確保給付金申請事務処理状況（令和 5年度） 

種別 申請書受理 取り下げ 

処理内訳 v 申請書受理後決定までの期間 
未決定 

（繰越） 
開始 

変更 
却下 計 

14日

以内 

30日

以内 

60日

未満 

60日 

以上 

新規 ３  ３  ３ ３      

変更            

計 ３  ３  ３ ３       
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５ 障害者福祉 
 

特別障害者手当等支給 

在宅の重度の知的・身体障害児（者）等に対して次の手当の支給を行っている。 

（１）特別障害者手当  ２０歳以上で、知的・身体等に重度の障害を有するために、日常生活において 

常時特別の介護を要する者に支給。〔月額 ２７，９８０ 円〕 

 

（２）障害児福祉手当  ２０歳未満で、知的・身体等に重度の障害を有するために、日常生活において 

常時介護を要する者に支給。〔月額 １５，２２０ 円〕 

 

（３）経過的福祉手当  昭和６１年３月３１日において２０歳以上で、従来の福祉手当受給者のうち、 

特別障害者手当の支給要件に該当せず、かつ、障害基礎年金も支給され 

ない者に支給。〔月額 １５，２２０ 円〕 

 

①   管内特別障害者手当等支給事務処理状況（令和５年度）                    （単位：件） 

区  分 申 請 
決定状況等  

停 止 解 除 停 止 資格喪失 年度末受給者数 
認 定 却 下 保 留 

特別障害者手当 １１ １１ ０   ２ ４     ６０ 人 

障害児福祉手当 ３ ３   ０  ３ ２９人 

経過的福祉手当        １ 人 

 

②  特別障害者手当等の支給状況（令和６年３月３１日現在）                     （単位：人） 

区 分 特別障害者手当 障害児福祉手当 経過的福祉手当 計 

津 幡 町 ２５ １７  ４２ 

内 灘 町 ３５ １２ １ ４８ 

計 ６０ ２９ １ ９０ 
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６ 老人福祉 

 

(1) 養護老人ホーム 

養護老人ホームは、老人福祉法に基づいて設置された施設で、環境上の理由及び経済的理由により家庭で養

護を受けることが困難な老人が入所する（県内９ヵ所、定員７００人）。 

 老人ホーム入所措置事務の窓口は市町であり、当所においては市町からの各種情報により、入所措置に係る広

域連絡調整等を行っている。 

 

 

 養護老人ホーム入所状況                               （令和６年４月１日現在、単位：人） 

 

施
設
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

定
員 

 
 
 
 

 
 

 
 

市
町
名 

金沢市 七尾市 小松市 輪島市 穴水町 能登町 

県
外
の
施
設 

計 

向
陽
苑
崎
浦 

向
陽
苑
木
曳
野 

若
葉 

あ
っ
と
ほ
ー
む 

松

寿

園

 
 

 
 

 
 

第
二
松
寿
園 

(

盲)

自
生
園 

能
登 

ふ
る
さ
と 

朱
鷺
の
苑 

石
川
県
鳳
寿
荘

 
 

 
 

 
 

１２０ １２０ ８０ ８０ ５０ ５０ ５０ ８０ ７０ 
 

７００ 

金 沢 市 １０１ ９４  ５ ２ １５ 
 

   ２１７ 

かほく市 ２      
 

  
 

２ 

白 山 市 ６ ７ １ １１ ８ １ 
 

  
 

３４ 

野々市市 １ ４   １     
 

６ 

津 幡 町 １ １     
 

   ２ 

内 灘 町  １     
 

   １ 

計 １１１ １０７ １ １６ １１ １６ ０ ０ ０ ０ ２６２ 

 

 

 

(2) 長寿者慶祝事業（長寿者お祝い訪問） 

 

年度中に満１００歳になられる方へ「老人の日」に記念品等を贈る。 

長寿者慶祝事業（令和 5年度）                                            （単位：人） 

 

区分 

 

金 沢 市 

 

かほく市 

 

白 山 市 

 

野々市市 

 

津 幡 町 

 

内 灘 町 他センターからの依頼 

 

計 

人数 １７５ １４ ４２ １２ ２０ ８  ２７１ 
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７ 児童・ひとり親家庭の福祉 
 

 ひとり親家庭の福祉推進のために母子・父子自立支援員１名が配置され、相談業務を行っている。 

このほかに、母子寡婦福祉資金の貸付事務、母子生活支援施設への入所、交通災害等遺児すこやか資金の支給事

務を行っている。 

 

 

  【母子寡婦福祉資金貸付金の経路図】 

   （借受者）                      （保健福祉センター）        （子育て支援課） 

①貸付申請             ②受付・貸付調査        ③審査・決定 

 

⑤受け取り 経    由  ④ 決定通知書 

 

  ⑥借用書提出              経    由              ⑦ 貸  付 

 

  ⑧受  領                           （借受者指定金融機関） 

 

 

 

① ひとり親家庭福祉相談種別状況         ② 県単独事業実績 

（令和 5 年度）            （単位：件）      （令和 5 年度）     （単位：円）                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談種別 件  数 割合（%） 

生活相談 １６３ ３７．８ 

児童相談 ３２ ７．４ 

援護相談 ２２８ ５２．８ 

そ の 他 ９ ２．０ 

計 ４３２ １００.０ 

市 町 
交通災害等遺児 

すこやか資金 

金 沢 市 ０ 

かほく市 ０ 

白 山 市 ０ 

野々市市 １ 

津 幡 町 ０ 

内 灘 町 ０ 

計 １ 
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８ 民生委員・児童委員 
民生委員は、民生委員法に基づき厚生労働大臣の委嘱を受け（児童福祉法の規定により児童委員を兼任する）、

社会奉仕の精神をもって、地域住民の福祉増進のため広範な活動を行っている。 

管内の民生・児童委員１４８人が、令和５年度中に受理した相談は１，４２７件で、その内訳は次の表のとおりとなっ

ている。 

なお、民生・児童委員の中から、児童福祉に関する活動を専門に担当するのが主任児童委員（１０人）である。 

 

 

 

相談・支援状況（令和 5年度） 

区  分 件 数 割合(%) 区   分 件 数 割合(%) 

内

容

別

相

談

・
支

援

件

数 

在 宅 福 祉 53 3.71 ・

支

援

件

数 

分

野

別

相

談 

高齢者に関すること 472 33.05 

介 護 保 険 17 1.19 障害者に関すること 35 2.45 

健康・保健医療 76 5.33 子どもに関すること 496 34.73 

子育て・母子保健 112 7.85 そ の 他 425 29.76 

子どもの地域生活 95 6.66 計 1,428 100.00 
子どもの教育・  

学 校 生 活 
117 8.20 

そ

の

他

の

活

動

件

数 

調 査 ・実 態 把 握 1,013 8.32 

生 活 費 14 0.98 
行事・事業・会議への 

参加協力 
2,158 17.73 

年 金 ・ 保 険 1 0.07 
地域福祉活動 ・  

自主活動 
6,718 55.19 

仕     事 0 0.00 民児協運営・研修 2,061 16.93 

家 族 関 係 60 4.20 証 明 事 務 211 1.73 

住 居 41 2.87 
要保護児童の発見の  

通告・仲介 
11 0.09 

生 活 環 境 83 5.82 計 12,172 100.00 

日常的な支援 330 23.13  

そ の 他 428 29.99 

計 1,427 100.00 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

第３ 中 央 児 童 相 談 所 
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中央児童相談所 

１ 児童相談所の業務 

児童相談所は、児童福祉法第１２条に基づき設置されている行政機関である。本県には、中央、七尾の 

県２箇所に加え、平成１８年４月から金沢市が開設した市１箇所の計３箇所の児童相談所が設置されている。 

県の児童相談所は、主として次の業務を行っている。 

（１）市町の児童の福祉に関する業務の実施に関し、市町相互間の連絡調整、市町に対する情報の提供 

その他必要な援助を行うこと及びこれらに付随する業務を行うこと。 

（２）児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応ずること。 

（３）児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医学的、心理学的、教育学的、社会学的及び精神保健 

上の判定を行い、これに基づいて必要な指導を行うこと。 

（４）必要に応じて、巡回して（２）～（３）の業務を行うこと。 

（５）児童の一時保護を行うこと。 

 

２ 相談の種類 
相談の種類は、その内容によって、次の１５の相談種別に分類される。 

相 談 種 別 内         容 

養 

護 
養 護 相 談  

父または母等保護者の家出、失踪、死亡、離婚、入院、稼働及び服役等

による養育困難な児童や棄児、迷子、虐待を受けた児童等環境に問題を

持つ児童及び養子縁組に関する相談 

保

健 
保 健 相 談  未熟児、虚弱児、小児ぜんそく、その他の疾患を有する児童に関する相談 

心 

 

身 

 

障 

 

害 

肢体不自由相談  肢体不自由児、運動発達の遅れを持つ児童に関する相談 

視聴覚障害相談 盲（弱視を含む）、ろう（難聴を含む）等視聴覚障害を持つ児童に関する相談 

言語発達障害等 

相   談  
音声や言語の機能障害、言語発達遅滞を持つ児童に関する相談 

重症心身障害相談 重症心身障害児（者）に関する相談 

知 的 障害 相 談  知的障害を有する児童に関する相談 

発 達 障害 相 談  発達障害もしくは発達障害と同様の症状を呈する児童に関する相談 

非

行 

ぐ犯行為等相談 虚言、浪費、家出、乱暴、性的逸脱等の問題行動に関する相談 

触法行為等相談 刑罰法令に触れる行為のあった児童に関する相談 

育 

 

成 

性 格 行動 相 談  
友達と遊べない、落ち着きがない、内気、緘黙、不活発、家庭内暴力等 

性格行動上の問題を持つ児童に関する相談 

不 登 校 相 談  登校（園）できない、してない状態にある児童に関する相談 

適 性 相 談  進学や職業の適性、学業不振等に関する相談 

し つ け 相 談  幼児のしつけ、遊びに関する相談 

そ の 他 の 相 談  上記のいずれにも該当しない相談 
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３ 児童相談の流れ 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

主
任
児
童
委
員 

福

祉

事

務

所 

警

察

関

係 

保
健
所
医
療
機
関 

県

・
市

町 

家

庭

裁

判

所 

児
童
福
祉
施
設
等 

里

親

等 

学

校

等 

家

族

・
親

戚 

近

隣

・
知

人 

児

童

本

人 

そ

の

他 

調 
 

査 
 

社
会
診
断 

 
 
 
 
 

 

心
理
診
断 

 
 
 
 
 

 

医
学
診
断 

一
時
保
護 

 

行
動
評
価 

 
 
 

 

そ
の
他
の
診
断 

総  合  診  断 

（ 判 定 会 議 ） 

児童福祉施設等入所措 置  指
定
発
達
支
援
医
療
機
関
委
託 

家

庭

裁

判

所

送

致

 

家庭裁判所 

家事審判請求 

乳 
 

児 
 

院 

児

童

養

護

施

設 

児
童
自
立
支
援
施
設 

里 

親 

委 

託 

 
 

 

・医
療
型 

 
 

 

・福
祉
型 

障 

害 

児 

入 

所 

施 

設 

施
設
入
所
の
承
認 

親
権
喪
失
・停
止
宣
言 

後
見
人
選
任
・
解
任 

 

・
送 

致 

 

・
通 

告 

 

・
相 

談 

子ども政策審議会 

児 童 福 祉 部 会 

援 助 方針 会 議  

受 理 会 議 

訓
戒 

・誓
約
措
置 

在宅指導 

助          

言 

継 
 

続 
 

指 
 

導 

他
機
関
あ
っ
せ
ん 
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４ 管内の状況 
 

(1) 管内の状況      

 

中

央

児

童

相

談

所 

市 町 名 人 口（人） 世 帯 数 児童人口（人） 相談受付件数 

小 松 市 １０４,７１５ ４２,６８１ １６,０７９ ２８４ 

加 賀 市 ６０,４２５ ２５,１１４ ７,７１０ １５８ 

かほく市 ３５,２１６ １３,２６６ ５,７９６ ９９ 

白 山 市 １０９,４８６ ４２,３１９ １７,８７４ ３０６ 

能 美 市 ４８,２７６ １８,８５７ ７,９８２ １３６ 

野々市市 ５７,８７７ ２７,２１９ ９,５２９ ２５１ 

能美郡 川 北 町 ６,０６１ １,９７６ １,２０３ １０ 

河北郡 
津 幡 町 ３６,８３６ １３,９７４ ６,０１５ １００ 

内 灘 町 ２６,１３６ １１,０４６    ３,８５９ ８０ 

管  外  ９４ 

計 ４８５,０２８ １９６,４５２ ７６,０４７ １,５１８ 

人口、世帯数、児童人口は令和５年１０月１日現在推計値。 

 

(2) 県内児童福祉施設の設置状況（令和６年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施  設  種  別  施設数 

乳 児 院  ２ 

児 童 養 護 施 設  ８ 

児 童 自 立 支 援 施 設 １ 

  障 害 児 入 所 施 設  

 （福祉型・医療型）  
７ 

指定発達支援医療機関  

（筋ジストロフィー） 
１ 

指定発達支援医療機関  

(重 症 心 身 障 害 ）  
３ 
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５ 相談の状況 
 

(1) 相談受付状況 

令和５年度中に受け付けた相談の総件数は、1,518件である。 

   うち養護相談が 898件(59.2％)を占め、その大部分が児童虐待に関する相談となっている。 

   心身障害相談は 449件（29.6％）を占め、その大部分が知的障害にかかる療育手帳の判定・障害児施設の契約

制度にかかる受給者証の交付となっている。 

                                         （単位：件） 

相
談
種
別 

 

区 

分 
 

養

護 

保

健 

心身障害相談  非行相談 育 成 相 談  
そ

の

他 

計

 

肢

体

不

自

由 

視

聴

覚

障

害 

言
語
発
達
障
害 

重
症
心
身
障
害 

知

的

障

害 

発 

達 

障 

害 

ぐ

犯 

触

法 

性

格

行

動 
不

登

校 

適

性 

し

つ

け 

件 数 898 0 6 8 1 9 406 19 22 22 79 23 0 10 15 1,518 

構成比 

（％） 
59.2 0 0.4 0.5 0.1 0.6 26.7 1.3 1.4 １.4 5.2 1.5 0 0.7 1.0 100.0 

 

(2) 経路別相談受付状況  

                        （単位：件） 

経 

路 

 
 

 
 

 

区 

分 

県･指定都市・中核市 市町村 保
育
所 

児
童
福
祉
施
設 

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー 

認
定
こ
ど
も
園 

警
察
署 

家
庭
裁
判
所 

保
健
所 

医
療
機
関 

学校等 里 

親 

児
童
委
員
（仲
介
含
む
） 

家
族
・親
戚 

近
隣
知
人 

児
童
本
人 

そ
の
他 

計 

児
童
相
談
所 

福
祉
事
務
所 

保
健
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

福
祉
事
務
所 

児
童
委
員 

保
健
セ
ン
タ
ー 

そ
の
他 

幼
稚
園 

学
校 

教
育
委
員
会
等 

件数 111 0 0 2 344 0 4 96 11 0 11 505 5 4 17 2 68 29 0 0 221 39 11 38 1,518 

構成比 

（％） 
7.3 0 0 0.1 22.7 0 0.3 6.3 0.7 0 0.7 33.3 0.3 0.3 1.1 0.1 4.5 1.9 0 0 14.6 2.6 0.7 2.5 100.0 

 

(3) 相談処理状況 

                                     （単位：件） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 件数には前年度未処理のケース分を含む。 

 

処
理
区
分 

区 

分 

助

言

指

導 

通

所

指

導 

他

機

関

紹

介 

児

童

福

祉

司

指

導 

指
導
・
指
導
委
託 

児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー 

 

福

祉

事

務

所

送

致 

児

童

福

祉

施

設

 

指
定
発
達
支
援
医
療
機
関 

里

親

委

託 

家

庭

裁

判

所

送

致 

障
害
児
施
設
へ
の
利
用
契
約 

そ

の

他 

計

 

件 数 595 767 48 55 2 0 21 1 6 1 11 64 1,571 

構成比 

（％） 
37.9 48.8 3.1 3.5 0.1 0 1.3 0.1 0.4 0.1 0.7 4.1 100.0 
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(４) 養護相談処理状況 

 

 虐待処理ケース件数の年度別・虐待内容別推移                   （単位：件） 

虐待区分 

年 度 
身体的虐待 

保護の怠慢 

ないし拒否 
性的虐待 心理的虐待 計 

令和元年度 １８１ ７０ ５ ２８０ ５３６ 

２年度 ２０７ ９５ ６ ３１１ ６１９ 

３年度 ２４０ ９３ ５ ３４７ ６８５ 

４年度 ２２６ １１４ ４ ４４５ ７８９ 

５年度 ２６２ ９４ ７ ４４０ ８０３ 

 

 

(５) 判定の実施状況 

① 医学判定 

嘱託医は、療育手帳や特別児童扶養手当のための医学的診断及び一時保護児童や施設に措置する児童

の医学的診断を行うとともに、医学的見地から児童福祉司や児童心理司にスーパーバイズしている。また、児童

本人や保護者に対して専門的な見地から助言指導を行っている。 

 

② 心理判定 

  心理判定は、児童心理司が心理検査や面接・行動観察などによって児童の心理や知的能力等を判定するも

ので、その処遇の決定や相談・援助を進める上で重要なものである。 

   判定について相談種別で見ると、障害関係が多くを占めているが、これは療育手帳や特別児童扶養手当等

に関する判定件数が多いことによる。 

 

判定の実施状況 （令和５年度）                                       （単位：件） 

 

 

 

 

 

判定項目 

 

相談種別  

判    定    方    法 

医 学 判 定 心 理 判 定 

 知能検査 発達検査 人格検査 面接観察 

相

 

談

 

種

 

別 

養 護 １１０ ５３ ９ １２ １２３ 

障 害 ３１５ ３０９ １０６  ５０９ 

非 行 １２ １２  ２ ５０ 

育

成 

不 登 校  １    

性格行動 ５ ９  ６ ３ 

そ の 他 ２ １    

そ の 他 １     

計 ４４５ ３８５ １１５ ２０ ６８５ 
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(６) 出張判定の実施状況（令和５年度） 

 

児童相談所では、管内全ての児童等に対して、地域に密着した相談・援助活動を行うため、精神科医・児童心

理司・児童福祉司がチームを組んで、来所が困難な場合などに出張判定を行っている。 

 

出張判定の実施状況 

実 施 

市 町 

実 施 

回 数 

相  談 

延件数 
相 談 内 容 内 訳 

小松市 １２回 ２４件 療育手帳判定・特別児童扶養手当の診断 

 

 

(７) メンタルフレンド派遣事業・聴能訓練事業 

① 不登校児に対するメンタルフレンド派遣事業 

不登校で家に引きこもりがちな児童や、人とのかかわりがうまくできない児童に対して、兄姉に相当する年代

の者（大学生等）を心の友（メンタルフレンド）として派遣し、話し相手になったり、スポーツや遊びの相手になっ

たりすることで、児童の心の成長を図ろうとするものである。 

本事業の実施により、登校を再開したり、当所や他の相談機関に通うようになったりといった効果が見られて

いる。 

メンタルフレンド派遣事業推移 

内 訳 

 

 

年 度 

対 象 

児童数 

メ ン タル フレ ン ド 

登録者数 派遣者数 
延べ派遣 

回  数 

児童 1人 

当り平均 

派遣回数 

令和元年度 ３人 ３０人 ３人 ４１回 １４回 

２年度 ３人 １２人 ３人 ０回 ０回 

３年度 １人 ５人 １人 ０回 ０回 

      ４年度 １人 ３３人 １人 １回 １回 

      ５年度 １人 １９人 １人 ５回 ５回 

 

 

② 難聴幼児に対する聴能訓練 

難聴幼児とその保護者を対象として、言語聴覚士により、週一回通年で集団指導形式により、児童には聴能

訓練を、保護者には家庭での訓練方法を指導している。 

 

聴能訓練事業実績 （令和５年度） 

 対象実人員 実施回数 参加延人員 

実 績 ５組 ４５回 １３２組 
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(８) 一時保護業務の実績 

児童福祉法第１２条の４により、当児童相談所に一時保護所が設置されている。 

一時保護は、児童福祉法第３３条及び、児童虐待防止法第１１条第４項の規定に基づき、緊急保護、行

動観察及び短期治療を目的として実施されている。 

一時保護を必要とする児童のうち、乳児は乳児院に一時保護委託するとともに、児童の状況により、他

の児童福祉施設や里親等に委託する場合もある。 

 

① 保護概況（令和５年度） 

一時保護所の入所実人員は増加したが、年間保護延べ人数は減少した。一時保護委託は委託実人員は増

加したが、年間保護延べ人数は減少した。 

 

 

区 分 
 

一 時 保 護 所 一 時 保 護 委 託 
一時保護 

延べ人数 

総  計 
入 所 

実人員 

退 所 

実人員 

１人平均 

保護日数 

保護延 

べ人数 

委託実人員 
１人平均 

保護日数 

保護延 

べ人数 児童福 

祉施設 
その他 

５年度 ７７（４）人 ７８人 ２３.１日 １，７８５人 ２５人 ６（２）人 ３４.４日 １，０６６人 ２,８５１人 

４年度 ６７（６）人 ６９人 ２８.０日 １，８７５人 ２３（３）人 ７（１）人 ３６.７日 １，１０１人 ２,９７６人 

注１：（ ）内は前年度からの繰越分で外数。 

 



 

 

 

 

 

 

第４ 女性相談支援センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

婦 人 相 談 所 

配偶者暴力相談支援センター 

性暴力被害者支援センター 
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女性相談支援センター 

１ 婦人相談所・配偶者暴力相談支援センターの業務 
女性相談支援センターは、売春防止法第３４条の規定により設置された「婦人相談所」の業務に加えて、 

平成１３年１０月に施行された「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（以下 「ＤＶ法」と

いう。）による「配偶者暴力相談支援センター」の業務を行っている。 

業務内容としては、売春に係わる要保護女性に対する転落未然防止と保護更生を目的とした支援や、 

配偶者からの暴力被害者に対する保護支援等を中心に、さまざまな問題を有する女性に幅広く対応するた

めの相談、一時保護を行う他、必要に応じて女性保護施設への入所措置も行う等、関係機関との連携のもと、

女性の保護と自立のための援助支援を実施している。 

１－２ 相談の内容 
相談内容については、次のように区分されている。 

相 談 区 分 相     談     内     容 

人 
 

 
 

 

間 
 

 
 

 

関 
 

 
 

 

係 

夫

等 

夫等からの暴力 
ドメスティック・バイオレンス（夫や内縁関係の夫等による身体的・精神的・性

的暴力） 

薬物中毒・酒乱 アルコール、覚せい剤、シンナー等の依存や中毒 

離 婚 問 題 夫婦不和が原因の離婚の方法や離婚後の生活に関する知識や情報 

そ の 他 夫の家出、ギャンブル、借金、精神障害等 

子

ど

も 

子どもからの暴力 
思春期の家庭内暴力や成人に達した子ども（いわゆる婿、嫁を含む）からの

親への暴力 

養 育 困 難 子どもの養育が困難な状況等 

そ の 他 子どもに関するその他の問題 

親

族 

親 の 暴 力 親からの身体的・精神的・性的暴力 

その他の親族からの暴力 兄弟やその他の親族からの身体的・精神的暴力 

そ の 他 その他の親族関係に関する問題 

交
際
相
手 

交際相手からの暴力 異性間の交際相手による身体的・精神的又は性的な暴力 

同性の交際相手からの暴力 同性間の交際相手による身体的・精神的又は性的な暴力 

そ の 他 元交際相手、知人等による身体的・精神的又は性的な暴力 

その他の者からの暴力 家族以外の者からの暴力 

男 女 問 題 恋愛のもつれ等、性的いやがらせ 

  ス ト ー カ ー 被 害 ストーカー行為の被害 

家 庭 不 和 家庭内における夫婦の性格の不一致、不仲、別居、舅姑との不和等 

そ の 他 その他の人間関係の問題 

経

済

問

題 

生 活 困 窮 住み込み就労の解雇、家賃滞納によるアパートの立ち退き等による生活困難 

サ ラ 金 ・ 借 金 借金・サラ金・ヤミ金・多重債務等の金銭問題 

求       職 就労、就職に関する諸問題 

そ の 他 その他の経済問題 

医

療

関

係 

病              気 身体的・精神的疾患や性感染症等に関する問題 

精 神 的 問 題 情緒的な未熟さや不安定さ、性格行動の偏りによる不適応問題 

妊 娠 ・ 出 産 妊娠、出産に関するトラブルや子の認知の問題 

そ の 他 その他の医療に関する問題 
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相 談 区 分 相   談   内   容 

住 居 問 題 公営住宅への入居相談、家主からの立ち退き要求等 

帰 住 先 な し 家出、ホームレス、退院先なし等 

不 純 異 性 交 遊 年少者の性的非行、異性関係の問題等 

売  春  強  要 親、夫、雇い主からの売春の強要 

ヒモ・暴 力団 関係者 ヒモ・暴力団等による売春、覚せい剤投与などの束縛 

５ 条 違 反 売春防止法５条違反による、警察、地方検察庁等からの送致 

人 身 取 引 

搾取（性的搾取、強制労働、臓器摘出等）を目的とし、暴力、脅迫、誘拐、

詐欺、欺もう、権力の濫用若しくはぜい弱な立場に乗ずること、対象者を

支配する者などに対する金銭の授受等の手段を用いて、人の獲得、輸

送、引き渡し、蔵匿、収受（国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合

条約を補足する人、特に女性及び児童の取引を防止し、抑止し及び処罰

するための議定書（人身取引議定書）第３条の定義による。） 

 

 

１－３ 相談のしくみ 
(1) 相談 

来所による面接相談を中心としているが、必要に応じて訪問面接や他機関紹介等を行っている。 

また、専用電話による電話だけの相談も行っている。 

(2) 判定 

心身に障害の疑いのある場合で、本人の更生のために必要と認められる時、医学的・心理学的判定

を行っている。 

(3) 継続指導 

     問題が複雑な場合で、本人が希望する場合には指導を継続し、問題解決に向けての支援を行ってい

る。 

(4) 一時保護 

     夫等の暴力に耐えかねて家出をした、また、家庭内紛争等で家を出たが、居所に困っている等保護

を必要とすると認められるものについて、一時保護（同伴児を含む）を行っている。 

なお、一時保護中、家庭裁判所・職業安定所・福祉事務所等関係機関と連携を保ちながら、自立に

向けての家庭調整、健康管理、就労援助等の支援を行っている。 

(5) 女性保護施設への入所措置 

一時保護所入所者で、長期にわたって生活指導等を行う必要があると認められた場合に、本人の申

請により、女性保護施設へ措置を行っている。 

(6) 広報活動 

    社会環境浄化、配偶者等からの暴力の防止や、保護更生・自立援助等、女性相談支援センターが行

っている女性保護事業について一般県民の理解と密接な協力が得られるように、関係機関等との連絡

協議や、パンフレットの配布を行っている。 

(7) 女性相談員 

要保護女子の発見に努め、指導・援助、調査、訪問指導、他機関との連絡調整等の職務を行うため、

女性相談員が次のとおり配置されている。 

   県  ３人（石川県女性相談支援センター内）  
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１－４ 管内の状況 
                   

市 町 名 人口（人） 世帯（世帯） 相談件数（件） 

金  沢  市 ４５７,７１７ ２０８,７４４ ２３４ 

七  尾  市 ４７,４４４ ２０,１１７ ６ 

小  松  市 １０４,７１５ ４２,６８１ ７１ 

輪  島  市 ２２,１０１ ９,３４５ ０ 

珠  洲  市 １１,８１７ ５,３０６ ２ 

加  賀  市 ６０,４２５ ２５,１１４ １３ 

羽  咋  市 １９,２７４ ７,９７７ ５ 

か ほ く 市 ３５,２１６ １３,２６６ １９ 

白  山  市 １０９,４８６ ４２,３１９ ５０ 

能  美  市 ４８,２７６ １８,８５７ １２ 

野 々市 市 ５７,８７７ ２７,２１９ ５２ 

能 美 郡 川  北  町 ６,０６１ １,９７６ ２ 

河 北 郡 
津  幡  町 ３６,８３６ １３,９７４ １３ 

内  灘  町 ２６,１３６ １１,０４６ １９ 

羽 咋 郡 
志  賀  町 １７,３３２ ７,３１４ ６ 

宝達志水町 １１,３４２ ４,３４１ ０ 

鹿 島 郡 中 能 登 町 １５,７７１ ６,０６１ １ 

鳳 珠 郡 
穴  水  町 ７,３６３ ３,２０５ ４ 

能  登  町 １４,３８５ ６,２３９ １ 

管   外   １９ 

居所不明   ４ 

計 １,１０９,５７４ ４７５,１０１ ５３３ 

  人口、世帯数は、令和５年１０月１日現在推計値。 

 

 

１－５ 相談の状況 
 (1) 相談受付状況 

 

① 相談受付状況の年度推移 

 

                             （単位：件） 

   区分 

年度 
来所相談 

電話相談 

DVホットライン 

平成２９年度 ５４８ １，０６４ 

３０年度 ５８７ １，１１５ 

令和 元年度 ６３７ １，０８８ 

２年度 ６４１ １，０８７ 

３年度 ４８９ １，１１３ 

４年度 ４９０ ９１５ 

５年度 ５３３ １，０３１ 
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② 内容別来所相談受付状況（令和５年度） 

来所相談の内容別受付状況を見ると、人間関係の問題についての相談が多い。特に、夫等の

暴力を主訴としたドメスティック・バイオレンス（DV）に関する相談が 69.8％と大半を占めている。 

              （単位：件） 

相  談  内  容 新  規 再 来 所 合  計 構成比 ％ 

人 
 

 

間 
 

 

関 
 

 

係 

夫 

等 

夫等からの暴力 １３９ ２３３ ３７２ ６９．８ 

薬 物 中 毒 ・ 酒 乱   ０ ０ 

離 婚 問 題 １３ １０ ２３ ４．３ 

そ   の   他 １２ ４ １６ ３．０ 

子
ど
も 

子どもからの暴力 ４ ４ ８ １．５ 

養 育 困 難   ０ ０ 

そ の 他 ７  ７ １．３ 

親 

族 

親  の  暴  力 ４ ４ ８ １．５ 

その他の親族からの暴力   ０ ０ 

そ の 他 ６  ６ １．１ 

交

際

相

手 

交際相手からの暴力 １  １ ０．２ 

同性の交際相手からの暴力   ０ ０ 

そ の 他   ０ ０ 

その他の者からの暴力 １  １ ０．２ 

男 女 問 題 ４  ４ ０．８ 

ス ト ー カ ー 被 害 ２  ２ ０．４ 

家 庭 不 和 ４ ２ ６ １．１ 

そ の 他 ３ ８ １１ ２．１ 

経

済

問

題 

生 活 困 窮  １ １ ０．２ 

サ ラ 金 ・ 借 金 １  １ ０．２ 

求            職   ０ ０ 

  そ の 他  ２ ２ ０．４ 

医

療

関

係 

病                気   ０ ０ 

精 神 的 問 題 ５ ５６ ６１ １１．４ 

妊  娠  ・  出  産   ０ ０ 

そ   の   他   ０ ０ 

住 居 問 題  １ １ ０．２ 

帰 住 先 な し ２  ２ ０．４ 

不 純 異 性 交 遊   ０ ０ 

売 春 強 要   ０ ０ 

ヒ モ ・ 暴 力 団 関 係 者   ０ ０ 

５      条      違      反   ０ ０ 

人 身 取 引   ０ ０ 

計 ２０８ ３２５ ５３３ １００.０ 
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２ いしかわ性暴力被害者支援センター 

（パープルサポートいしかわ）の業務 
いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」は、同意のない・対等でない・強要され

た性的行為は、すべて被害者の人権や尊厳を著しく侵害する性暴力であると位置づけ、被害者が心身のケ

アを安心して受けられるようワンストップで必要な支援をコーディネートするとともに、被害者の心情に配慮しな

がら、警察への届出を促し、性犯罪の潜在化を防ぐことを大きな役割として平成２９年１０月に開設した。 

業務内容としては、電話、面談、メール（令和３年度開始）により相談を受け、被害者の状況や必要とする支

援を把握し、必要とする支援に応じて、医療機関や警察、弁護士会など関係機関に連絡するとともに、被害

者がつらい経験を何度も話さなくても済むように関係機関に付き添うことや心に受けた傷のケアのためのカウ

ンセリング等を実施している。 

 

相談の状況                         （単位：件） 

年 度 電 話 面 接 メール 合 計 

令和 元年度 ２２１ １７０  ３９１ 

２年度 ２４１ １７３  ４１４ 

３年度 ２０２ １２１ ２４ ３４７ 

４年度 ２３８ １６７ ２４ ４２９ 

５年度 ３２６ １７４ ３９ ５３９ 

 



 

 

 

 

 

 

 

第５ 身体障害者更生相談所 
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身体障害者更生相談所 
身体障害者更生相談所は、身体障害者福祉法第１１条に基づき、身体障害者の更生援護の利便や市町の

援護の適正な実施の支援のため設置されている。 

 

１ 身体障害者更生相談所の業務 

 

業 務 種 別 業   務   内   容 

① 専門的相談指導 

 

 

ア．生活相談 

 

イ．身体障害者手帳の

相談 

ウ．手当等の相談 

 

 市町が行う身体障害者の相談及び指導のうち、専門的な知識及び技

術を必要とするもの。 

 

 身体障害者が、自活する上で利用可能な福祉制度等に関する相談。 

 

新規受付や等級変更に係る相談。 

 

特別障害者手当、障害年金等に関する相談。 

 

② 判  定 

ア．自立支援医療（更生

医療）の判定 

 

イ．補装具費支給の判

定 

 

 

ウ．障害者総合支援法に

係わる判定 

 

 

 

更生のための医療費支給に関し、市町がその適否について専門的な

判定を依頼してきた場合に実施。 

 

更生のための補装具費支給に関し、市町がその適否について専門的

な判定を依頼してきた場合、及び支給した補装具の適合状態について

判定依頼してきた場合に実施。 

 

市町が障害者総合支援法に係る介護給付を決定する際に、その支給

の種類・量や障害支援区分などの決定が困難で、専門的な判定を依頼

してきた場合に実施。 

 

③ 巡 回 相 談 

 

 

 来所が困難な身体障害者のために、市町の依頼により、巡回して医

学的見地から手帳・補装具等の相談を行うとともに、更生に必要な専

門的な相談に応じる。 

 

④ 市町・関係機関等と

の連絡調整等 

 

市町・関係機関との情報交換。 

 市町職員等に対する研修及び技術的支援。 
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２ 管内の状況  

圏

域 
市 町 名 人 口（人） 世帯数（世帯） 

身体障害者手帳所持者数（人） 

（R6.3.31 現在） 
相談件数（件） 

（R6.3.31 現在） 

石

川

中

央 

金 沢 市   ４５７,７１７ ２０８,７４４ １４，５７９ １，７５０ 

か ほ く 市 ３５,２１６ １３,２６６ １，２４５ １７２ 

白 山 市 １０９,４８６ ４２,３１９ ３，５５１ １５２ 

野 々 市 市 ５７,８７７ ２７,２１９ １，２７９ １４５ 

河北郡 
津 幡 町 ３６,８３６ １３,９７４ １，１２７ １５３ 

内 灘 町 ２６,１３６ １１,０４６ ９０６ １１０ 

南

加

賀 

小 松 市 １０４,７１５ ４２,６８１ ３，８４５ ３８２ 

加 賀 市 ６０,４２５ ２５,１１４ ２，７９４ １０３ 

能 美 市 ４８,２７６ １８,８５７ １，５１７ ５６ 

能美郡 川 北 町 ６,０６１ １,９７６ １６８ ５ 

能

登

中

部 

七 尾 市 ４７,４４４ ２０,１１７ ２，１３６ １１５ 

羽 咋 市 １９,２７４ ７,９７７ ９３２ ２４ 

羽咋郡 
志 賀 町 １７,３３２ ７,３１４ ９２９ ５１ 

宝達志水町 １１,３４２ ４,３４１ ４５９ ２４ 

鹿島郡 中 能 登 町 １５,７７１ ６,０６１ ７３６ ３６ 

能

登

北

部 

輪 島 市 ２２,１０１ ９,３４５ １，１６９ １２９ 

珠 洲 市 １１,８１７ ５,３０６ ８７３ ７６ 

鳳珠郡 
穴 水 町 ７,３６３ ３,２０５ ３５６ ８ 

能 登 町 １４,３８５ ６,２３９ ７４９ ３１ 

管 外    － 

計 １,１０９,５７４ ４７５,１０１ ３９，３５０ ３，５２２ 

人口、世帯数は、令和５年１０月１日現在推計値。 
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３ 相談判定状況 
  

① 相談判定受付件数の年度別推移                       （単位：件） 

相 談 判 定 内 容 ㋿元年度 ㋿２年度 ㋿３年度 ㋿４年度 ㋿５年度 

更生医療の判定 ３，７９８ ２，０４１ ３，９８８ ３，９４４ ３，００３ 

補 装 具 の判 定 ４２４ ４０２ ４４０ ４３３ ４５７ 

補装具の適合判定 ３７ ６０ ３４ ５０ ６２ 

施設入所の判定      

身体障害者手帳の相談判定      

特別障害者手当・基礎年金 

の相談判定 
     

医 療 相 談      

その他（生活、職業）      

判 定 等 受 付 数 合 計 ４，２５９ ２，５０３ ４，４６２ ４，４２７ ３，５２２ 

判定等受付実人員数（人） ４，０５１ ２，２９８ ４，１６３ ４，１３６ ３，１９８ 

 

② 内容別相談判定受付状況 

内容 

 

 

 

区 分 

実 

人 

員 

数 

受 

付 

相   談   内   容（件） 

医 
 

療

更

生 
 

 

補 

装 

具 

適
合
判
定 

施
設
利
用 

生 
 

活 

手

帳 

身
体
障
害
者 

手

当 

特
別
障
害
者 

年 
 

金 

医 
 

療 

そ 

の 

他 

計 

（人）            

来 所 １  １         1 

出張・巡回 １７  １７ ８        ２５ 

書 類 ３,1８０ 3,００３ ４３９ ５４        ３,４９６ 

計 ３,1９８ 3,００３ 4５７ ６２        ３,５２２ 

 ＊来所、適合判定１は前年度補装具の相談を受けたケースの追加相談 

③ 内容別判定状況                               （単位：件） 

判定方法 

 

 

 

 

区 分 

医 学 的 判 定 心

理

判

定 

職

能

判

定 

そ

の

他

の

判

定 

計 

件 

数 

判

定

書

交

付 

医 
 

療

更

生 

補 

装 

具 

適
合
判
定 

手

帳 

身
体
障
害
者 

手

当 

特
別
障
害
者 

年 
 

金 

医 
 

療 

          

来 所  １         1 １ 

出張･巡回  １７ ８        ２５ １７ 

書 類 3,003 ４３９ ５４        3,496 3,172 

計 3,003 ４５７ ６２        3,522 3,190 
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④ 医学的判定実施状況                              （単位：件） 

判定内容 判定方法 整形外科 耳鼻科 眼 科 心臓外科 腎臓内科 肝臓内科 その他 小 計 合 計 

更生医療     書 類  2  609 2,251 33 108 3,003 3,003 

補 装 具 

来 所 1       1 

457 巡 回 17       17 

書 類 254 185      439 

適合判定 

来 所         

62 巡 回 8       8 

書 類 54       54 

身体障害者

手   帳 

来 所         
 

巡 回         

特別障害者

手   当 
巡 回          

医療相談 
来 所         

 
巡 回         

合  計 334 187  609 2,251 33 108 3,522 3,522 

⑤ 更生医療判定状況                              （単位：件） 

区分 術 式 内 容 件 数 区分 術 式 内 容 件 数 

心 
 

臓 
 

外 
 

科 

ペースメーカー植え込み術  
（ 交 換 術 含 む ） 

２４ 

じ
ん
臓
内
科 

血 液 透 析 ３５８ 

両心室ペースメーカー植え込み術  腹 膜 透 析 ２７ 

ペーシング機能付除細動器植え込み術  免 疫 抑 制 療 法 ８ 

冠 動 脈 バ イ パ ス 術 ８２ じ ん 移 植 ２ 

僧 帽 弁 置 換 術 ４４ 期間延長（血液・腹膜・免疫） １，８５６ 

大 動 脈 弁 置 換 術 ９０ そ の 他  

大動脈弁置換術（経皮的） １１０ 小       計 ２，２５１ 

心房(室)中隔欠損孔閉鎖術 ６ 
肝
臓
内
科 

免 疫 抑 制 療 法 ４ 

大 動 脈 置 換 術 ４８ 期 間 延 長 ２９ 

三 尖 弁 形 成 術 ４０ そ の 他  

僧 帽 弁 形 成 術 ４２ 小        計 ３３ 

埋込型除細動器移植術 ３ 
整
形
外
科 

人 工 股 関 節  

メ イ ズ 手 術 １４ 人 工 膝 関 節  

大 動 脈 弁 形 成 術 １ そ の 他  

左 心 室 形 成 術  小        計  

ベ ン ト ー ル 手 術 １ 耳 鼻 咽 喉 科 ２ 

そ の 他 １０４ 眼 科  

期 間 延 長  そ の 他 １０８ 

小       計 ６０９ 合              計 ３，００３ 

※その他 NO.109 腫瘍切除等（粘液腫）含む 
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⑥ 補装具判定実施状況                            （単位：件） 

                     （ ）内は内数で、糖尿病によるもの 

区 分 種   類 件数  区分 種       類 件数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

整

形

外

科 

義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

肢 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

装 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

具 

義 
 

手 

肩 義 手  

 

整 
 
 

形 
 
 

外 
 
 

科 

車いす 普通型オーダー 23(1) 
上 腕 義 手 1 車いす 普通型レディー 32 
肘 義 手  車いす リクライニング式普通型  
前 腕 義 手  車いす リクライニング式手押し型 2 
手 義 手 1 車いす 手動リフト式普通型  
手 部 義 手  車いす 手押し型 5 
手 指 義 手  車いす ティルト式 2 

義 
 

足 

股 義 足 1 車いす ティルト式手押し型  
大 腿 義 足 5 車いす リクライニング・ティルト式 3 
膝 義 足  車いす リクライニング・ティルト式手押し型 9 
下 腿 義 足 14(2)

) 
車いす 特例  

下腿義足（サイム義足） 
2 

車いすその他  
果 義 足 電動車いす 普 通 型 1 
果義足（足根中足義足） 1 電動車いす リクライニング式普通型  
足 指 義 足  電動車いす リフト式普通型  

義肢その他  電動車いす 三輪型（ハンドルタイプ）  

下 

肢 

股 装 具  電動車いす 手動兼用型  
長下肢装具（靴型付）  電動車いす ティルト式  
長下肢装具 2 電動車いす リクライニング・ティルト式  

膝装具 4 電動車いす 電動ティルト・手動リクライニング式  1 

短下肢装具（靴型付） 4 
81 

電動車いす 特  例 2 
短下肢装具 92 電動車いすその他 10 
足底装具 12 

 
歩 行 器  

股関節外転装具①  座 位 保 持 装 置 22 
股関節外転装具②  重度障害者用意志伝達装置 6 
両長下肢装具（骨盤付）  そ の 他  

靴
型 

長靴・半長靴 6 整形外科計 272(3)
(8) チャッカ靴・短靴 6 

眼 

科 

義 眼  

体 
幹 

頸椎装具（胸椎装具付）  矯 正 眼 鏡  
頸椎装具  弱 視 眼 鏡  
胸椎装具（肩バンド付）  コンタクトレンズ  
胸椎装具 2 遮 光 眼 鏡  
仙腸装具・腰椎装具  そ の 他  

上 
 

肢 

肩装具 1 眼科計 0 
肘装具タイプ１  

耳
鼻
咽
喉
科 

補 

聴 

器 

高
度
難
聴 

ポケット型 2 
肘装具タイプ２  ポケット型イヤモールド付 2 
手背屈装具・長対立装具 

 
耳かけ型 42 

91 把持装具 耳かけ型イヤモールド付 76 
短対立装具 

 重
度
難
聴 

ポケット型 1 
ＭＰ屈曲・伸展装具 ポケット型イヤモールド付 1 
指装具  耳かけ型 3 

装具その他  耳かけ型イヤモールド付 36 

  

耳あな型 13 
そ の 他 9 
耳鼻咽喉科計 185 

そ の 他  
合      計 457(3) 
適合判定（再掲） 62 
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⑦ 市町別相談判定受付状況                             （単位：件） 

 

圏

域 

内 容 

 

 

市 町 名 

更

生

医

療 

補 

装 

具 

適 

合 

判 

定 

施

設

入

所 

医

療

相

談 

手 
 
 

帳 

身
体
障
害
者 

手 
 
 

当 

特
別
障
害
者 

生

活

相

談 

そ 
の 

他 
計 

石

川

中

央 

金 沢 市 １，５６５ １５８ ２７       １，７５０ 

か ほ く 市 １５６ １５ １       １７２ 

白 山 市 １０１ ４６ ５       １５２ 

野 々 市 市 １２６ １７ ２       １４５ 

河北郡 

津 幡 町 １３９ １２ ２       １５３ 

内 灘 町 ９８ １２        １１０ 

南

加

賀 

小 松 市 ３１９ ５５ ８       ３８２ 

加 賀 市 ７２ ２４ ７       １０３ 

能 美 市 ４１ １３ ２       ５６ 

能美郡 川 北 町 ２ ３        ５ 

能

登

中

部 

七 尾 市 ８８ ２４ ３       １１５ 

羽 咋 市 １３ １１        ２４ 

羽 咋 郡 

志  賀  町 ２８ ２３        ５１ 

宝達志水町 １８ ６        ２４ 

鹿島郡 中 能 登 町 ２７ ７ ２       ３６ 

能

登

北

部 

輪 島 市 １１６ １２ １       １２９ 

珠 洲 市 ６８ ８        ７６ 

鳳珠郡 

穴 水 町 ５ ３        ８ 

能 登 町 ２１  ８ ２       ３１ 

そ の 他           

計 ３，００３ ４５７ ６２       ３，５２２ 

 



 

 

 

 

 

 

 

第６ 知的障害者更生相談所 
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知的障害者更生相談所 
知的障害者更生相談所は、知的障害者福祉法第１２条の規定により設置されたものであり、次の業務を行っ

ている。 

 

１ 知的障害者更生相談所の業務 

 

  

(1) 相談業務 

１８歳以上の知的障害者及びその家族などから施設利用、日常生活、療育手帳、医療、進路、就労、障

害年金、各種手当等についての相談に応じ、助言、指導を行っている。また、市町や関係機関等と連携し、

必要な支援を行っている。 

来所による相談が困難な者に対しては、福祉事務所や市町などと連携し、出張による相談にも応じてい

る。 

 

(2) 判定業務 

主に次のとおりの各種判定を行っている。 

業 務 種 別 業   務   内   容 

市町からの依頼

による判定 

市町が知的障害者の援護を行うにあたり、医学的、心理学的及び職能的判定が必要

な場合に、その求めに応じて判定を行う。 

療育手帳の判定 療育手帳の交付及び更新のための判定。 

手 当 の 判 定 
手当の支給を希望する在宅の知的障害者について、特別児童扶養手当・障害児福祉

手当・特別障害者手当の支給要件に該当するか否かの判定をする。 

 

 

(3) 情報提供 

ア 障害年金等診断書作成にかかる情報提供 

          知的障害者が、医療機関で障害年金等診断書の作成を依頼する際、障害程度、経緯等について本

人・家族等の求めにより、情報提供をする。 

   イ 職業指導にかかる情報提供 

知的障害者が公的機関で職業指導を受ける際、その指導に資するために、本人同意のもと当該機関

からの依頼に応じて障害の程度等について情報を提供する。  

   ウ 被害解決のための情報提供 

          知的障害者が詐欺などの被害にあった場合、その問題解決のために、本人同意のもと当該支援機関 

からの依頼に応じて情報提供をする。 

 

 

(4) 市町に対する支援 

市町が障害者に対して相談に応じたり、障害福祉サービスの支給決定の際の障害支援区分や、支援の

必要性についての整理等に関して困難が生じた場合に、市町からの求めに応じて技術的助言を行ってい

る。 
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２ 管内の状況  

圏

域 
市 町 名   人 口  （人） 世帯数 （世帯） 

療育手帳所持者(人) 
(R6.3.31 現在) 

（人） 

相談数 （人） 
(R6.3.31 現在) 

石

川

中

央 

金 沢 市   ４５７,７１７ ２０８,７４４ ３，８９８ ２９４ 

か ほ く 市 ３５,２１６ １３,２６６ ３３４ ２１ 

白 山 市 １０９,４８６ ４２,３１９ ９７６ ６８ 

野 々 市 市 ５７,８７７ ２７,２１９ ４３２ ３５ 

河北郡 
津 幡 町 ３６,８３６ １３,９７４ ３０６ ２２ 

内 灘 町 ２６,１３６ １１,０４６ １９９ ２１ 

南

加

賀 

小 松 市 １０４,７１５ ４２,６８１ ９６１ ７９ 

加 賀 市 ６０,４２５ ２５,１１４ ５９３ ６１ 

能 美 市 ４８,２７６ １８,８５７ ４５７ ３８ 

能美郡 川 北 町 ６,０６１ １,９７６ ４２ ０ 

能

登

中

部 

七 尾 市 ４７,４４４ ２０,１１７ ５６９ ３６ 

羽 咋 市 １９,２７４ ７,９７７ ２１７ １３ 

羽咋郡 
志 賀 町 １７,３３２ ７,３１４ ２２０ １２ 

宝達志水町 １１,３４２ ４,３４１ １４６ ９ 

鹿島郡 中 能 登 町 １５,７７１ ６,０６１ １８０ １２ 

能

登

北

部 

輪 島 市 ２２,１０１ ９,３４５ ２８９ １４ 

珠 洲 市 １１,８１７ ５,３０６ １２８ １６ 

鳳珠郡 
穴 水 町 ７,３６３ ３,２０５ ８１ ６ 

能 登 町 １４,３８５ ６,２３９   １８６ １３ 

管 外      １５ 

計 １,１０９,５７４ ４７５,１０１ １０，２１４ ７８５ 

人口、世帯数は、令和５年 10月１日現在推計値。 
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３ 相談判定状況 
 

(1) 相談処理状況 

区分 

取

扱

実

人

員 

相     談     内     容 （件） 

療

育

手

帳 

生

活 

職

業 

施

設 

医 
 

 

療 

手

当 

情

報

提

供 

他

機

関

へ

の 

そ

の

他 計 

（人） 

来 所 ２８７ ２７９    ３０   ８ ３１７ 

書 類 ４８０ ３２７      １１７  ３６  ４８０ 

出 張 １８ １７      １  １８ 

計 ７８５ ６２３    １４７  ３７ ８ ８１５ 

 

 

 

(2) 判定状況   

区 分 

判
定
実
人
員
（人
） 

判  定  内  容（件） 

医
学
的
判
定 

判 
 

定 
心

理

学

的 
職
能
的
判
定 

社

会

診

断 

手
当
の
評
価

特
別
障
害
者 

そ

の

他 

計 

来 所   ２８６ ８５ ２８６  ２８５ ２６  ６８２ 

書 類 ３１０  ３１０  ３１０ ２４  ６４４ 

出 張 １８  １８  １８ ５  ４１ 

計 ６１４ ８５ ６１４  ６１３ ５５  １，３６７ 

 

 

(3) 文書交付状況          （単位：件） 

区 分 

文  書  交  付 

療

育

手

帳 

情

報

提

供 

診
断
書
用
の 

情

報

提

供 

他

機

関

へ
の 

手
当
診
断
書 

特
別
児
童
扶
養 

証 
 

明  

書 

そ 
 

の 
 

他 

計 

来 所 ２７８ ３０ ３ １６ １１ ３３８ 

書 類 ３１０ １１７ ３６  ３  ４６６ 

出 張    １７  １  １ １９ 

計 ６０５ １４７ ４０ １６ １５ ８２３ 

 


